○日光市地域医療整備事業費補助金交付要綱
平成２３年３月１日
告示第２２号
（趣旨）
第１条　この要綱は、日光市地域医療整備基金条例（平成２２年日光市条例第３０号。以下「条例」という。）により設置された日光市地域医療整備基金により実施される日光市地域医療整備事業費補助金（以下「補助金」という。）について、日光市補助金等交付規則（平成１８年日光市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（令７告示９１・一部改正）
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　医師　医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定する医師をいう。
(２)　医療法人等　医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条第２項に規定する医療法人その他営利を目的としない法人をいう。
(３)　医療提供施設　医療法第１条の５第１項に規定する病院又は同条第２項に規定する診療所をいう。
(４)　周産期医療等　周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。）又は脳卒中に係る医療をいう。
(５)　救急告示医療機関　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第２条第１項の規定により栃木県知事が告示した医療機関をいう。
（令７告示９１・一部改正）
（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となるもの（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げるものとする。
(１)　市内において周産期医療等に係る医療提供施設又は救急告示医療機関を新たに開設しようとする医師又は医療法人等
(２)　市内において周産期医療等に係る医療提供施設又は救急告示医療機関を開設している医師又は医療法人等
（令７告示９１・追加）
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、条例第２条に定める事業で次に掲げるものとする。
(１)　周産期医療等施設整備事業　次のいずれかに該当する事業とする。
ア　市内において新たに周産期医療等に係る医療提供施設を開設するために必要な医療提供施設又は医療設備の整備をしようとする事業
イ　市内において既に開設している周産期医療等に係る医療提供施設の増床等機能強化に必要な施設又は医療設備を整備する事業
(２)　救急医療施設整備事業　次のいずれかに該当する事業とする。
ア　市内において救急告示医療機関として新たに開設するために必要な施設又は医療設備を整備する事業
イ　市内において既に開設している救急告示医療機関の耐震補強等機能強化に必要な施設又は医療設備を整備する事業
(３)　医療提供体制運営事業　前２号の実施に当たり、新たな医師を確保する事業
(４)　市長特認事業　前３号に掲げるもののほか、地域における医療体制の充実を図るために特に市長が必要と認める事業
（平２４告示２０・一部改正、令７告示９１・旧第３条繰下・一部改正）
（補助対象経費等）
第５条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
（令７告示９１・全改）
（補助金の交付条件）
第６条　規則第６条に定める交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(１)　周産期医療等施設整備事業又は救急医療施設整備事業に係る補助金の交付を受けた日の翌日から起算して１年以内に医療提供施設の業務を開始するとともに、当該医療提供施設の運営を事業開始から１０年以上継続して行うこと。
(２)　医療提供体制運営事業に係る補助金の交付を受けた後も継続して補助金の交付の対象となった医師又はこれと同等の医師を確保すること。
(３)　医療法、医師法（昭和２３年法律第２０１号）その他関係法令を遵守すること。
(４)　市が行う健康増進その他の事業に積極的に協力すること。
(５)　その他市長が必要と認める事項
（令７告示９１・全改）
（補助金の交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(１)　日光市地域医療整備事業費補助金施設整備等計画（実績報告）書（様式第１号。以下「施設整備等計画（実績報告）書」という。）
(２)　建物、医療機器等の取得又は建設等に係る見積書の写し（第４条第１項第１号及び第２号の場合に限る。）
(３)　補助金の対象となる医師の医師免許証の写し及び当該医師の勤務体制がわかる書類（第４条第１項第３号の場合に限る。）
(４)　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　前項の補助金等交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
（令７告示９１・全改）
（補助金の実績報告）
第８条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに規則第１３条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(１)　施設整備等計画（実績報告）書
(２)　建物、医療機器等の取得又は建設等に係る支払明細書の写し（第４条第１項第１号及び第２号の場合に限る。）
(３)　補助金の対象となった医師に支払った給与等の明細がわかる書類（第４条第１項第３号の場合に限る。）
(４)　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　交付決定者のうち前条第２項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
（令７告示９１・全改）
（是正措置）
第９条　市長は、規則第１５条に定める是正措置を指示するときは、日光市地域医療整備事業費補助金是正指示書（様式第２号）により行うものとする。
（令７告示９１・全改）
（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の額）
第１０条　補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市地域医療整備事業費補助金消費税仕入控除税額報告書（様式第３号）により速やかに市長に報告しなければならない。
２　市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
（令７告示９１・全改）
（その他）
第１１条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
（平２４告示２０・旧第２３条繰下、令７告示９１・旧第２４条繰上）
附　則
この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。
附　則（平成２４年３月２３日告示第２０号）
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
附　則（令和７年４月１日告示第９１号）
（施行期日）
１　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この要綱の施行の日の前日までに、改正前の日光市地域医療整備事業費補助金交付要綱の規定により行われた手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表（第５条関係）
（令７告示９１・全改）
	区分
	補助対象経費
	補助金の額
	補助限度額

	周産期医療体制等整備事業
	施設整備に要する工事費又は工事請負費
	対象経費の１／２の額
	１億円

	
	医療機器設備の購入費（１品当たりの単価が１０万円以上のものに限る。以下同じ。）
	対象経費の１／２の額
	３，０００万円

	
	病床の新設（建替えを含む。以下同じ。）又は増床による加算額
	対象経費の１／２の額
	１床当たり５０万円

	救急医療体制整備事業
	施設整備に要する工事費又は工事請負費
	対象経費の１／２の額
	１億円

	
	医療機器設備の購入費
	対象経費の１／２の額
	３，０００万円

	
	病床の新設又は増床に伴う加算額
	対象経費の１／２の額
	１床当たり５０万円

	医療提供体制運営事業
	新たに採用する医師に支払う給料、賞与その他の手当等
	対象経費の１／２
	８００万円


備考
１　周産期医療体制等整備事業の対象となる医療提供施設は次に掲げるものとする。
(１)　分娩を取り扱う医療提供施設
(２)　小児患者に対する専門的医療を担う医療提供施設（病床を有するものに限る。）
(３)　脳卒中が疑われる患者に対する急性期の専門的医療を担う医療提供施設
２　施設整備に要する工事費又は工事請負費の対象となるものは、医療の提供に供する部分に係る経費とし、次に掲げるものは除くものとする。
(１)　土地の取得又は整地に要する費用
(２)　門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(３)　設計その他工事に伴う事務に要する費用
(４)　既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用
(５)　既存建物の解体撤去に要する費用
(６)　その他整備に要する費用として適当と認められない費用
３　病床加算額の対象となる病床は、新設の場合は許可病床数を、増床の場合は増床した病床数とする。
４　周産期医療体制等整備事業及び救急医療体制整備事業を一体的に実施した場合は、一の事業として扱うものとし、周産期医療体制等整備事業の補助金の額を適用する。
この場合、別表中「３，０００万円」とあるのは「４，０００万円」とする。
５　医療提供体制運営事業は、新たに医師を確保した日から１年を上限にその期間に要した経費を対象とする。
６　この補助金以外の補助金、寄付金その他の収入があるものについては、それらの収入の額を除いた額を補助対象経費とする。
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